
ピンク色の矢印のお休みが、今回の改正で新たに取得できるようになります。 

産後パパ育休 
➡分割して 
２回取得可能 

育児休業 
➡分割して 
２回取得可能 

１歳以降の育児休業 
➡途中交代可能 
２回取得可能 

 
 

  

 

 
 
 

 

 
 

✅育児休業と産後パパ育休を取得しやすい雇用環境整備として、事業主は次の❶～❹のいずれかの措置を講

じることが義務化されます。※複数の措置を講ずることが望ましい。 

 ❶ ❷相談体制の整備等（ ）❸取得

❹制度と育児休業取得促進に関する  

✅妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意

向の確認のための措置を講じることが義務化されます。

✅有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が１年以上

である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様

に、事業主に引き続き雇用された期間が１年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。 

【 育児・介護休業法 】 

子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。 

❶休業の申出期限については、原則休業の２週間前までとする。

❷分割して取得できる回数は、２回とする。 

❸労使協定を締結している場合に、労働者と

事業主の個別合意により 、事前に調整した

上で休業中に就業することを可能とする。 

育児休業（３の休業を除く。）について、分割して２回まで取得することを可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 
 

今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申出・取

得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由と

する不利益な取り扱いも禁止されます。また、事業主には、上司や同僚か

らのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。 

（令和３年法律第 58 号、令和３年６月９日公布） 

産後パパ育休も育児休業給付（出生時育児休業給付金）の対象で

す。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大１０日（１０

日超の場合は就業している時間数が８０時間）以下である場合

に、給付の対象となります。 
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ハラスメントの典型例 ・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなん

てあり得ない」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。 

今年の栃木県内で１～９月に発生した労働災害の死傷者数（休業４日以上）は、昨年同時期と比較し 324 名の大幅増加の

1,566 名、死亡者数は、10 月末現在で 15 名にのぼり、既に、昨年一年間の被災者数を６名上回っています。「労働災害は

絶対に起こさない」という強い決意で、より一層、災害防止対策の徹底を図りましょう。 

に係る添付書類のうち、「申出者」と「養育する子」の

個人番号を記載すれば、 となりました。

●2022.1.1～

65 歳以上の方で２つ以上の事業所の労働時間の合計が週 20時間以上かつそれぞれの事業所で 31 日以

上雇用の見込みがある方が雇用保険に加入できるようになります。 

当事務所の年末年始休暇は、下記のとおりとなります。ご不便をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。 

   １２月２９日（水）～１日４日（火） ➡１月５日（水）から平常通りの業務となります。 

     皆様方のご厚情に深く感謝申し上げます。来年もよろしくお願い申し上げます。 

《筆者：山本》 

・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべ

き」と言われ苦痛に感じた。 

  

  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
  

  

 

  

  

 

 
 
  

 

わたしのひとこと 


